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視覚障害児 ・ 者の歩行訓練における課題 (3)
一障害者権利条約におけ る orientation and mobility (定位と 移動) と habilitation-

Problems in orientation and mobility training(3)
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本研究は、 兵庫教育大学研究紀要第41巻 (芝田、 2012、 Pp.1-13) に掲載 さ れた 「視覚障害児 ・ 者の歩行訓練におけ る

課題(1)」、 同第42巻 (芝田、 2013、 Pp.11-21) に掲載された 「同課題(2)」 に続く 「同課題(3)」 である。

日本は2014年 1 月20日障害者権利条約 (Rights and Dignity of Persons with Disabilities) に批准 し たが、 その第24条

(教育) 3 (a) にある “orientation and mobility” の公式訳語が 「定位及び移動」 (以降、 定位と 移動 とす る) であるこ と な

どから導かれる次の 2 つの課題について論 じ た。

(1) 「定位と 移動」 が 「視覚障害児 ・ 者の歩行」 を意味するこ と の認識の向上一 日本では、 本条約に記 さ れている 「定

位と移動」 が 「視覚障害児 ・ 者の歩行」 を意味す るこ とが行政的、 教育的、 社会的にあま り知 ら れておらず、 こ の認識を

さ ら に高め る必要があ る。

(2) 歩行に関する重要性と必要性の認識の向上一国際的には、 視覚障害児 ・ 者にと っ て歩行 (定位と 移動) は、 点字等

のコ ミ ュ ニケ ーシ ョ ンと 共に視覚障害児 ・ 者の主た る活動制限であり 、 非常に重要であ るにもかかわらず、 日本では行政

的、 教育的、 社会的に比較的軽視 さ れており 、 こ の認識を高めて歩行訓練士によ る歩行訓練の実施 ・ 普及を向上 させる必

要があ る。

加え て、 障害者権利条約において明確に “orientation and mobility” と記載 さ れているこ と から、 「歩行」 と いう 名称で

は不十分で 「定位移動」、 そ し て歩行訓練ではな く 、 「定位移動訓練」 と いう 名称を提唱 し た。 ま た、 第26条から示唆 さ れ

る以下のリ ハ ビリ テ ーシ ョ ン、 及び歩行訓練を含む特別支援教育に関す る 2 つの課題について論 じ た。

(1) ハ ビリ テ ー シ ヨ ンの理解一 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ンと 同様、 ハ ビリ テ ー シ ヨ ンを障害児 や先天障害者に対す る概念 と し

て行政的、 教育的、 社会的に認識す るこ と が必要である。

(2) リ ハ ビリ テ ーシ ョ ン (ハ ビリ テ ー シ ヨ ン) の一つ と し て特別支援教育 を位置づけ一 こ れま での独立 し た特別支援教

育と いう 概念だけでな く 、 リ ハ ビリ テーシ ョ ンの中で特別支援教育 を進めると いう 視点 も必要であ る。 
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は じ めに

本研究は、 兵庫教育大学研究紀要第41巻 (芝田、 2012、

Pp.1-13) に掲載 さ れた 「視覚障害児 ・ 者の歩行訓練に

おけ る課題(1)」 (以降、 この稿を前稿 (1) とする) 、 同第

42巻 (芝田、 2013、 Pp.11-21) に掲載された 「同課題(2)」
(以降、 こ の稿を前稿 (2) とする) に続く 「同課題(3)」
と して、 日本が2014年 1 月20日に批准した障害者権利条

約にみら れる “orientation and mobility” (視覚障害児 ・ 

者 の 歩 行 を 意味 す る 用 語 ) 、 及 び第 26 条 に あ る

“habilitation” (先天かあ るいは幼少よ り 障害 を負 っ てい

る者に対する社会適応を意味する用語) に着目 し、 その

条文と視覚障害児 ・ 者の歩行訓練や特別支援教育と の関

連を基に論 じ る。 
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1 . 障害者権利条約の概要

一般に、 障害者権利条約と いわれる 「障害者の権利 に

関 す る 条 約 (Rights and Dignity of Persons with 
Disabilities) 」 は、 「障害者の人権及び基本的自由の享有

を確保 し、 障害者の固有の尊厳の尊重を促進するこ と を

目的 と し て、 障害者の権利の実現のための措置等につい

て定める条約」 (外務省) と定義 さ れている。 本条約は、

2006 年12 月13 日に第61 回国際連合の総会において採択後、

20か国の批准を経て2008年 5 月 3 日に発効した。 日本は

2007年 9 月28 日に署名はし たものの批准は行わなかっ た。 

その後、 140か国 ・ 1 地域機関 (Eu ) が順次締結 し てい

き、 日本は2014年 1 月20日によう やく 批准書を寄託し、

国際連合事務局に承認 さ れたのである。 
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本条約の主な内容は以下のよう になっている (外務省)。
①一般原則一 障害者の尊厳、 自律及び自立の尊重、 無

差別、 社会への完全かつ効果的な参加及び包容、 その他。

②一般的義務一合理的配慮の実施を意るこ と を含め、

障害に基づ く いかな る差別も な し にすべての障害者のあ

ら ゆる人権及び基本的自由を完全に実現するこ と を確保

し、 及び促進す るこ と、 その他。

③障害者の権利実現のための措置一 身体の自由、 拷問

の禁止、 表現の自由等の自由権的権利及び教育、 労働等

の社会権的権利について締約国がと るべき措置等を規定。 

社会権的権利の実現については漸進的に達成す るこ と を

許容。

④条約の実施のための仕組み一 条約の実施及び監視の

ための国内の枠組みの設置。 障害者の権利に関する委員

会におけ る各締約国からの報告の検討。 

11. 第24条 : 教育
1 . 第24条と orientation and mobility (定位と移動)

障害者権利条約においてまずと り あげたいのは教育に

関する第24条であるが、 その条文を表 1 に示す (外務省)。
こ の中では、 視覚障害に関す る 3 (a) におけ る内容が

重要なのだが、 次に掲げるのは原文 (表 2 ) と その訳文

(表 3 ) である (外務省)。

こ の第24条 3 (a) の条文 で着目すべ き 点 は、 (1) 
“orientation and mobility” の訳語が 「定位及 び移動」

(以降、 定位と 移動と す る) であるこ と (下線) 、 及び、

(2) 歩行 (定位と 移動) が点字等のコ ミ ュ ニケーシ ョ ン

と共に視覚障害児 ・ 者の技能の習得等の対象と してあげ

ら れてい る こ と の 2 つである。 こ の 2 点から導かれる視

覚障害児 ・ 者の歩行訓練における課題を次に示す。

(1) 「定位と移動」 が 「視覚障害児 ・ 者の歩行」 を意

味す るこ と の認識の向上一 日本では、 本条約に記 さ れて

い る 「定位と 移動」 が 「視覚障害児 ・ 者の歩行」 を意味

す るこ と が行政的、 教育的、 社会的にあまり 知 ら れてお

らず、 こ の認識を さ ら に高める必要があ る。

(2) 歩行に関す る重要性と必要性の認識の向上一 国際

的には、 視覚障害児 ・ 者にと っ て歩行 (定位と 移動) は、

点字等のコ ミ ュ ニケ ーシ ョ ンと共に視覚障害児 ・ 者の主

たる活動制限であり 、 非常に重要であるにも かかわらず、

日本では行政的、 教育的、 社会的に比較的軽視さ れてお

り 、 この認識を高めて歩行訓練士による歩行訓練の実施 ・ 

普及を向上 させる必要がある。 

2 . 「定位と 移動」 と 「視覚障害児 ・ 者の歩行」

体系的な視覚障害児 ・ 者の歩行と その訓練が日本に導

入 さ れた直後の1970年前後の “orientation and mobility”
に関す る文献の翻訳では、 まだ 「定位」、 「移動」 と いう

訳語が定着 し てい なか っ た こ と から 、 “orientation” を
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「方向定位」、 “mobility” を 「可動性」 といった直訳的な

表現も みら れた。 しかし、 総合 し て、 日本では前稿 (1) 、
前稿 (2) で論 じ てい るよ う に “orientation and mobility”
を 「定位と 移動」 と訳 し ており 、 こ の点、 外務省によ る

翻訳に問題はみら れない。

前稿 (1) で述べたよ う に日本では視覚障害児 ・ 者の歩

行 を 「定位と 移動」 と はよばず、 単に 「歩行」 と し てい

る。 し か し ながら、 「定位と 移動 = 視覚障害児 ・ 者の歩

行」 が人口 に膾炙 さ れてお ればよいのだが、 今回のよ う

に 「定位と 移動」 を 「歩行」 とせず、 そのまま訳 さ れて

い る と いう こ と は、 「定位 と 移動 = 視覚障害児 ・ 者の歩

行」 についての理解が行政的、 教育的、 社会的に十分浸

透 し ていないこ と を示唆 し ている。

現在、 歩行訓練士や一 部の視覚障害関連の研究者間で

は、 “orientation and mobility” である 「定位と 移動」 を

「視覚障害児 ・ 者の歩行」 の意味で使用 し てき てい る。 

「定位と 移動= 視覚障害児 ・ 者の歩行」 が行政的、 教育

的 に、 そ し て社会的に し っ かり 浸透 し てい るのであ れば

よ い ので あ る が、 今回、 “orientation and mobility” が

「定位 と 移動」 と 訳 さ れてい る こ と はそ れがま だ十分 に

認識 さ れていないこ と を露呈 し てい る と いえ る。 そ れは

同時に、 総合的な視覚障害児 ・ 者の歩行の重要性と必要

性の認識も十分ではな く 、 認識向上の必要性を意味す る

と こ ろ と な っ てい る。 

3 . 「歩行」 に関する誤解

「歩行」 と いう 名称は、 前稿 (1) 、 前稿 (2) で論 じたよ

う に、 体系的な歩行訓練が導入 さ れる以前の明治時代か

ら長い歴史 を持 っ てい るのだが、 実質である 「定位 と 移

動」 を単に 「歩行」 と称 し ていても、 その実質的な意味

が認識 さ れておれば間題はよ り 軽微である。 しかし、 残

念ながら歴史的には、 「歩行」 は 「歩行運動や白杖操作

技術の指導、 つま り 、 「移動」 だけ を連想 させ、 主要な

「定位」 を欠落させたもの」 (芝田、 2010、 p 5 ; 前稿(1) 
参照) を意味 し てい る。 さ ら に言えば、 連想 させる と い

う よ り は、 「歩行= 移動」、 場合によ ればそれも よ り 次元

の低い 「歩行= 運動」 であっ て定位は含めら れてき てい

ない。 こ こ ではあら ためて論 じ ないが、 視覚障害児 ・ 者

の歩行と その訓練において 「移動」 と並ぶ 「定位」 の重

要性は国際的には知悉の事項であり ながら、 日本では不

十分な状態のまま現在に至っている (芝田、 2007、 2010、

他 ; 前稿(1) ・ 前稿(2) 参照)。

「歩行= 移動」 と認識 さ れてい るため、 「歩行訓練士

以外の非専門教員、 施設指導員、 視覚障害児 ・ 者の家族、

他領域の関係者、 行政担当者な どから誤認 さ れ、 さ ら に

肢体不自由における訓練と混同 さ れる」 (前稿 (1) 参照) 
と いう 現状につながっ て しまう 。 事実、 以前に筆者はあ

る教育委員会の担当者から 「盲学校におけ る歩行訓練と



視覚障害児 ・ 者の歩行訓練における課題(3) 

表 1 第24条 教育 : 公式訳文

1 締約国は、 教育についての障害者の権利 を認める。 締約国は、 こ の権利 を差別な しに、 かつ、

機会の均等 を基礎と し て実現す るため、 障害者を包容す るあら ゆる段階の教育制度及び生涯学習

を確保する。 当該教育制度及び生涯学習は、 次のこ と を目的とする。

(a) 人間の潜在能力並 びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、 並 びに人権、

基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化するこ と。

(b) 障害者が、 その人格、 才能及び創造力並 びに精神的及び身体的な能力 をその可能な最大限度

まで発達させるこ と。

(c) 障害者が自由な社会に効果的に参加するこ と を可能とするこ と。

2 締約国は、 1 の権利の実現に当たり 、 次のこ と を確保する。

(a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除さ れないこ と及び障害のある児童が障害

に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除さ れないこ と。

(b) 障害者が、 他の者と の平等 を基礎と し て、 自己の生活す る地域社会において、 障害者を包容

し、 質が高 く 、 かつ、 無償の初等教育を享受するこ と ができ るこ と及び中等教育を享受するこ と

ができ るこ と。

(c) 個人に必要と さ れる合理的配慮が提供 さ れるこ と。

(d) 障害者が、 その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受け

るこ と。

(e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、 完全な包容と いう 目標に合致する効果

的で個別化 さ れた支援措置がと ら れるこ と。

3 締約国は、 障害者が教育に完全かつ平等に参加 し、 及び地域社会の構成員 と し て完全かつ平

等に参加す るこ と を容易にす るため、 障害者が生活す る上での技能及び社会的な発達のための技

能を習得するこ と を可能とす る。 こ のため、 締約国は、 次のこ と を含む適当な措置を と る。

(a) 点字、 代替的な文字、 意思疎通の補助的及び代替的な形態、 手段及び様式並 びに定位及び移

動のための技能の習得並びに障害者相互によ る支援及び助言を容易にするこ と。

(b) 手話の習得及び聲 ( ろう ) 社会の言語的な同一性の促進を容易にするこ と。

(c) 盲人、 聲 ( ろう ) 者又は盲 ( ろう ) 者 (特に盲人、 聲 ( ろう ) 者又は盲聲 ( ろう ) 者である児童) 
の教育が、 その個人にと っ て最も適当な言語並 びに意思疎通の形態及び手段で、 かつ、 学問的及

び社会的な発達を最大にす る環境において行われるこ と を確保す るこ と。

4 締約国は、 1 の権利の実現の確保を助長するこ と を日的と し て、 手話又は点字について能力

を有する教員 (障害のある教員 を含む。) を雇用 し、 並 びに教育に従事する専門家及び職員 (教
育のいずれの段階におい て従事す るかを問わない。) に対す る研修 を行 う ための適当 な措置 を と

る。 こ の研修には、 障害についての意識の向上を組み入れ、 また、 適当な意思疎通の補助的及び

代替的な形態、 手段及び様式の使用並びに障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組

み入 れる も のと す る。

5 締約国は、 障害者が、 差別な しに、 かつ、 他の者と の平等 を基礎と し て、 一般的な高等教育、

職業訓練、 成人教育及び生涯学習 を享受するこ とができ るこ と を確保する。 こ のため、 締約国は、

合理的配慮が障害者に提供 さ れるこ と を確保す る。 

表2 第24条3 (a) : 原文

Facilitating the learning of Braille, alternative script, augmentative andaltemative modes, means 
and formats of communication and orion l:auon ana mooi lity skills, and facilitating peer support and 
mentoring. 

表 3 第24条 3 (a) : 公式訳文

点字、 代替的な文字、 意思疎通の補助的及び代替的な形態、 手段及び様式並びに定位及び移動

のための技能の習得並 びに障害者相互によ る支援及び助言を容易にす るこ と。 
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は、 足の不自由な視覚障害児に対する訓練ですか ? 」 と

いう 質問を受けたこ と がある。

また、 「白杖の振り 方 さ え覚え れば歩行はでき、 どこ

へでも行け る。」 (芝田、 2007、 p.150) と いう 誤解にも

つながり 、 それが歩行訓練、 及び歩行訓練士の存在と そ

の専門性をそれほど重要と捉えない方向に導いて しまう 。 

他にも多 く の要因が存在す るのだが、 こ れがその主要な

要因と して歩行訓練士が在籍している視覚特別支援学校

(視覚支援学校、 盲学校等を含む) は全体の半数にも満

たず、 その数も80名程度 (前稿 (2) 参照) と いう 状況を

招来 させてい る。 

4 . 「定位移動訓練」 と いう名称

こ の 「歩行」 (歩行訓練) に関する名称について、 筆

者 (芝田、 1984、 他) は、 「定位歩行」 (定位歩行訓練) 
と いう 名称 を以前から提唱 し てい るこ と は前稿 (1) で示

した。 しかし ながら、 こ の障害者権利条約において明確

に “orientation and mobility” と 記載 さ れてい る こ と に

鑑み、 「定位歩行」 ではまだ適切に訓練対象 を表現 し て

い ると はいえず、 誤解を受け る可能性は否定でき ない。 

し たがっ てこ こ では、 直訳 と いえ る 「定位移動」 、 そ し

て歩行訓練ではな く 、 「定位移動訓練」 と いう 名称 をあ

ら ためて提唱 し たい ( 日本語ではこ う いう 場合 「定位と

移動」 ではな く 、 「 と」 を省い た 「定位移動」 がふさ わ

しいと考え る)。

な お、 国際的 に “orientation and mobility” は、 そ れ

だけ で視覚障害児 ・ 者の定位 と 移動 を意味 し てお り 、

“for people with visual impairment and blindness” な ど

という 用語の付加は不要である (前稿(1) 参照)。 しかし、

日本の場合、 その認識は十分と はいえ ない。 実際、 筆者

は論文 (芝田、 2005) の英文要約に関し て、 英文専門の

査読者から “orientation and mobility” に 「視覚障害児 ・ 

者の」 と いう 意味 を付加す るよ う 要請を受け、 不要であ

る旨説明 し て了解さ れた経験がある。 英文では不要だが、

和文の場合、 「定位移動」 だけでは理解 さ れに く い と い

う 危惧から、 「視覚障害児 ・ 者の定位移動」 と よぶ必要

はあ るかも し れない。

ただ、 「視覚障害児 ・ 者の歩行訓練」 や専門の指導者

である 「歩行訓練士」 と いう 名称は、 視覚障害リ ハ ビリ

テーシ ョ ン、 教育、 医療、 福祉等の一部で定着 し ている

こ と を考え ると 「視覚障害児 ・ 者の歩行 (定位と移動)」
と いう よ う に、 「視覚障害児 ・ 者の歩行」 と 「定位と 移

動」 を折に触れて併記す るこ と で啓発す るこ と がまず必

要であろう 。 

5 . 視覚障害児 ・ 者の活動制限一歩行とコミュニケーション

ICF ( International Classification of Functioning, 
Disability and Health ; 国際生活機能分類) の活動制限
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において、 視覚障害の大き な ものは歩行と読み書き にお

け る コ ミ ュ ニケ ー シ ョ ンであ る と さ れてい るが (芝田、

2007、 p ie ; 前稿 (1) 参照) 、 それは、 この条文に記さ れ

てい るこ と から も読み取 るこ と がで き る。

と こ ろで、 1940年代から ア メ リ カ において取り 組ま れ

始めた視覚障害 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ンでは、 視覚障害 によ

る能力面 ( Ic IDH の能力障害、 及び IcF の活動制限) 
の検討 と 視覚障害者のニーズから社会リ ハ ビリ テーシ ョ

ンの主対象 を歩行、 コ ミ ュ ニケ ー シ ョ ンの 2 つ と し、 そ

れにこ の 2 つ以外の生活訓練 (社会適応訓練) 内容であ

る日常生活動作 (ADL ; Activities of Daily Living) を

加えた 3 つを大きな柱と している (芝田、 2007 ; 前稿(1) 
参照)。

視覚障害者のニーズについては、 日本で も視覚障害リ

ハ ビリ テーシ ョ ン施設入所 を希望す る視覚障害者 (中途

視覚障害者や視覚特別支援学校卒業者) の大多数がその

動機 (ニーズ) と し てこ の 2 点 をあげてい るこ と と符合

す る。 し たがっ て、 日本の視覚障害 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン

におけ る生活訓練で も、 歩行、 コ ミ ュ ニケ ーシ ョ ンに日

常生活動作 を加え た 3 つを中心に進めら れており 、 そ れ

は視覚障害教育におけ る自立活動においても類似 し てい

る (芝田、 2007 ; 前稿(1)参照)。 

6 . 歩行に関する重要性と 必要性の認識一 歩行訓練士に

よ る歩行訓練

こ の障害者権利条約において、 「障害者が生活す る上

での技能及び社会的な発達のための技能」 と し て、 点字

等の コ ミ ュ ニケ ーシ ョ ンと並 んで歩行があげら れてい る

こ と は、 行政的、 教育的、 社会的に歩行の重要性と必要

性に関する認識を向上 させなけ ればな ら ないこ と を意味

し ている。

と こ ろで、 点字等の コ ミ ュ ニケ ーシ ョ ンは、 図書 (文

部科学省、 2003 ; 日本点字委員会、 2001 ; 他) からの知

識や独習によ っ て教員な どが指導力 を身に付け るこ とは

比較的可能であ る。 しかし、 歩行は、 適切な養成機関を

修了 し ていないと少な く と も歩行の条件 (芝田、 2007、

2010 ; 前稿 (1) 参照) の安全性と いう 最重要条件が確保

さ れた歩行訓練の実施は非常に困難である。 こ の点、 図

書からの知識や独習によ っ て歩行訓練の実施は可能と安

易 に考え ら れる傾向にあ る と いう 、 先進国にはみら れな

い大き な誤解が日本にあるこ とは前稿 (1) ・ 前稿 (2) で指

摘 し た。 それは、 特に文部科学省や視覚障害教育を含む

特別支援教育領域において顕著で、 歩行訓練に対す る重

要性と指導者である歩行訓練士の専門性に関する認識が

十分とはいえない。 好意的な見地からすると視覚障害児 ・ 

者の歩行と その訓練の必要性の認識はある程度の高 さ に

はあるかも し れないが、 その訓練を適切な養成機関を修

了 し た歩行訓練士が実施 し なけ ればな ら ない と いう 点に
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関 し てはまだまだ高い と はいえ ない。 その結果、 歩行訓

練士ではない多 く の非専門教員が歩行訓練 (歩行指導) 
を実施せ ざる を得ない と い う 視覚障害 リ ハ ビリ テーシ ョ

ン領域にはみら れない現状があり 、 そ れが大き な課題と

な っ てい る (前稿 (2) 参照) 。 それは、 視覚障害児童生徒

にと っ て、 そ し て、 本意ではないながら歩行訓練 を実施

し なけ ればな ら ない非専門教員 にと っ て非常に不幸なこ

と であ る。

ただ、 非専門教員 も歩行訓練について次の 4 分野は担

当可能、 と いう よ り 担当すべきで (ただ し、 適切な研修

の受講が必要) 、 歩行訓練は歩行訓練士 と非専門教員

(歩行訓練補助員 と いう 、 後述) と の連携で進めら れる

も ので あ る。

①基礎的能力の指導 (基礎的能力獲得への働きかけ等)
②手引きによ る歩行の指導

③補助具を使用 し ない歩行の指導 (屋内歩行)
④ フ アミ リ ア リ ゼー シ ヨ ンの実施

こ の視覚特別支援学校の歩行訓練におけ る歩行訓練士

と歩行訓練補助員 (特別な研修を修了 した教員) の連携

については、 科学研究費補助金 (基盤研究C 一般、 研

究代表者 : 芝田裕一、 課題番号 : 23531291、 期間 : 平成

23年度~ 平成25年度) によ る 「視覚障害児童 ・ 生徒の歩

行指導におけ る教員の連携に関す る研究」 において、 歩

行訓練補助員養成に関する必要な研修の内容と方法、 実

際の連携の進め方 を含む総合的なあり 方が実践例を含め

て明らかにされている (芝田、 2014 ; 芝田ら、 2014)。 

7 . 歩行技術別の考え方

1 ) 歩行技術と専門性

視覚障害児 ・ 者の歩行能力は、 歩行技術の習得と駆使、

地図的操作、 環境認知、 身体行動の制御、 情報の利用の

5 つだが、 こ の中の歩行技術には以下の 5 つがある (芝

田、 2007、 2010 ; 前稿(1)参照)。
①手引きによ る歩行

②補助具を使用 し ない歩行

③白杖によ る歩行

④盲導犬によ る歩行

⑤その他の補助具によ る歩行

ア メ リ カ では “orientation and mobility” と い う 場合、

一般に高い専門性が必要な 「③白杖によ る歩行」 を意味

し ており 、 本論の 「歩行訓練」 も こ れを さ し ている。 こ

のほか、 訓練士 に専門性が必要な も のに 「④盲導犬によ

る歩行」 があるが、 白杖によ る歩行と比較す ると盲導犬

によ っ て歩行する視覚障害者は非常に少数である。 「①

手引きによ る歩行」 と 「②補助具を使用 しない歩行」 は

短期間の研修によ っ て指導方法が習得でき るため、 上記

のよう に歩行訓練補助員によ っても指導でき る対象と なっ

てい る。 
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手引 き によ る歩行には、 歩行訓練と し ての視覚障害者

の手引き技術向上のための方法 (教育サイ ド、 A の方法) 
と介助 (歩行) と し ての手引きの方法 (福祉サイ ド、 B 
の方法) がある (芝田、 2007) 。 B の方法が主体と なる

手引 き によ る歩行は、 各都道府県が整備 し てい る移動介

護従業者 ( ガイ ドヘルパー、 外出介護員) をは じめと し

て、 視覚障害児 ・ 者の保護者、 ボラ ンテ ィ アな どによ っ

て行われる も ので、 比率的 にはこ の手引 き によ っ て歩行

す る視覚障害児 ・ 者の方が白杖によ っ て歩行す る視覚障

害児 ・ 者より も多いと思われる。 も ち ろん、 視覚障害児 ・ 

者の手引きのさ れ方におけ る一定の能力 (A の方法によ

る指導) があるに超 し たこ とはないが、 と にか く 、 障害

者権利条約の履行においては、 こ の手引き よ る歩行の充

実 も対象 と はなるであろう 。

2 ) 視覚障害者誘導用ブロ ッ ク等

「⑤その他の補助具によ る歩行」 の対象 と な る補助具

の代表的な ものは、 視覚障害者誘導用 ブロ ッ ク (点字 ブ

ロ ッ ク) と音響信号であ る。 ただ、 こ れらは白杖 も し く

は盲導犬によ る歩行の補助 と し て使用 さ れるものであり 、

こ の点が念頭に置かれなけ ればな ら ない。 こ の認識が不

十分で、 「視覚障害児 ・ 者の歩行は、 視覚障害者誘導用

ブロ ッ ク と 音響信号が主体 と な っ て行われる」 と い っ た

極端な誤解がある と、 第24条に記 さ れる 「定位及び移動

のための技能の習得」 にと っ て視覚障害者誘導用 ブロ ッ

ク と音響信号の普及が必要と いう 論点への注日度が色濃

く なっ て しまう 。

視覚障害者誘導用 ブロ ッ ク には有意義な と こ ろはある

も のの、 靴を介す る足底の触知におけ る限界 と い っ た視

覚障害児 ・ 者の触覚に対する留意点、 及び敷設ルー ト の

フ アミ リ アリ ゼー シ ヨ ン不足 と い っ た敷設の現状 と課題

が指摘 さ れている (芝田、 2007) 。 日本の場合、 視覚障

害児 ・ 者の歩行を考え る時、 歩行訓練士によ る歩行訓練

によ っ て視覚障害児 ・ 者の歩行におけ る能力 を高めるこ

と が大切であ るにもかかわら ず、 一部には視覚障害者誘

導用ブロ ッ クや音響信号の普及を優先 しがち と いう 傾向

がみら れる。 視覚障害者誘導用 ブロ ッ クや音響信号はあ

く まで補助具であり 、 こ れだけで安全性が確保 さ れるわ

けではないため、 視覚障害児 ・ 者の歩行能力 と共に他の

安全設備の設置、 必要に応 じた敷設者側によ る手引 き等

の援助が欠かせない (芝田、 2007)。

と こ ろで、 視覚障害者の歩行を可能とす る要因 と し て

芝田 (2007、 2010) は次の3 つをあげている。

①社会の障害理解の向上

②歩行環境と補助具の向上

③視覚障害者の歩行能力の向上

こ の 3 つのう ち、 「①社会の障害理解の向上」 には障

害理解、 歩行援助な どが該当 し、 上記の視覚障害者誘導

用 ブロ ッ クや音響信号は、 その他の歩行補助具や道路環
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境、 道路交通法などと共に 「②歩行環境と補助具の向上」

に該当する。 こ れらの総合的な歩行環境におけ る合理的

配慮 を主体と す る向上 ・ 充実は、 「定位及び移動のため

の技能の習得」 において欠かせないこ と ではある。 しか

し、 最重要であるのは 「③視覚障害者の歩行能力の向上」

と いう 視点で、 本条文にある習得対象 と さ れる技能はこ

れを指 し てい る。

し たがっ て、 障害者権利条約の履行において、 視覚障

害者誘導用ブロ ッ ク と音響信号等の歩行環境におけ る普

及や充実も大切ではあるが、 まず歩行訓練士によ る歩行

訓練の充実と それによ る視覚障害児 ・ 者の歩行能力の向

上を優先 させるこ と を明記し ておき たい。 

8 . まと め

本条約に明記 さ れてい るよ う に、 歩行訓練士によ る適

正な歩行訓練を受講す るこ と は視覚障害児 ・ 者にと っ て

非常に大切な権利であ る。 そのため、 こ の条約締結を機

に “orientation and mobility” (定位 と 移動) が 「視覚障

害児 ・ 者の歩行」 を意味す るこ と の認識、 及び歩行に関

す る重要性と 必要性の認識を充実 させ、 歩行訓練士によ

る歩行訓練の全国的な普及 ・ 向上へ早期に結びつけてい

かなけ ればな ら ない。

なお、 こ れは前稿 (1) 、 前稿 (2) で述べてい るよ う に、

歩行訓練士の身分保障な ど歩行訓練士主体の論調ではな

く 、 あ く まで視覚障害児 ・ 者にと っ て必要な概念である

こ と を強調 し ておき たい。 

m . 第26条 : ハビ リ テ ー シ ョ ン (適応のための技

能の習得) 及び リ ハビ リ テ ーシ ョ ン

1 . 第26条と ハビ リ テ ーシ ョ ン

障害者権利条約には、 教育に関連するものと し て第24 
条の他にハ ビリ テ ー シ ヨ ンと リ ハ ビリ テ ー シ ョ ンに関す

る第26条がある。 表 4 はその条文である (外務省) 。

こ の第26条におけ る注目点は、 特別支援教育領域には

な じ みの薄い 「ハ ビリ テ ー シ ヨ ン」 と いう 用語であり 、

そこ から次のよ う な リ ハ ビリ テ ーシ ョ ンと歩行訓練 を含

む特別支援教育に関する課題が示唆さ れる。

(1) ハ ビ リ テ ー シ ヨ ンの理解一 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン と

同様、 ハ ビリ テ ー シ ヨ ンを障害児や先天障害者に対す る

概念と し て行政的、 教育的、 社会的に認識す るこ と が必

要である。

(2) リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン (ハ ビ リ テ ー シ ヨ ン) の一 つ

と し て特別支援教育を位置づけ一 こ れまでの独立 し た特

別支援教育と いう 概念だけでな く 、 リ ハ ビリ テーシ ョ ン

の中で特別支援教育を進めると いう 視点も取り 入れるこ

と が必要である。 
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2 . リ ハ ビ リ テ ーシ ョ ン と ハ ビ リ テ ーシ ョ ン

ま ず、 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン と ハ ビリ テ ー シ ヨ ンについ

て、 確認 し てお き たい。

“rehabilitation” の “re” には 「 も とへ、 あ るいは再び」

という 意味で、 “habilitation”、 “habilitate” は 「教育する、

資格を取得する」 を意味 し ており 、 総合 してリ ハ ビリ テー

シ ョ ンは 「再び能力 を獲得す る」 ( to make able again) 、

「再び適応する」 (refit, to make fit again) と いう 意味で

あるこ とは周知 さ れてい る (芝田、 2007) 。 し たがっ て、

リ ハ ビリ テーシ ョ ンを障害者に対 し て用い る場合、 厳密

に言えば、 後天的な中途障害者対象の社会適応 (公式訳

文でいう 、 適応のための技能の習得) を意味 し、 一方、

先天かあるいは幼少よ り 障害 を負 っ てい る者に対す る社

会適応はハ ビリ テ ー シ ヨ ンと いう 概念が用い ら れてい る

(前稿 (1) 参照) 。 ち なみに、 アメ リ カではこ れら2つを総

称 し て リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン と い われる。

視覚障害において リ ハ ビリ テ ーシ ョ ン (以降、 ハ ビリ

テー シ ヨ ンを含む) は、 視覚特別支援学校と視覚障害リ

ハ ビリ テーシ ョ ン施設で実施 さ れる。 視覚特別支援学校

には成人であ る中途視覚障害者も在籍 し ており 、 視覚障

害リ ハ ビリ テーシ ョ ン施設には視覚特別支援学校を卒業

した先天視覚障害者も在籍し ているが、 大局的に言えば、

視覚障害におい て リ ハ ビリ テ ー シ ョ ンは、 視覚障害 リ ハ

ビリ テーシ ョ ン施設で実施さ れる生活訓練 (前稿 (1) 参
照) に相当 し、 ハ ビリ テー シ ヨ ンは視覚特別支援学校で

実施さ れる自立活動に相当する (芝田、 2007) 。 と こ ろ

が、 日本におい て、 こ のリ ハ ビリ テ ーシ ョ ンの対象は中

途障害者である と い う 認識は定着 し てい る も のの、 “re”
ではない “habilitation” と い う 概念の認識はな じみが薄

く 、 必ず し も一般的ではない。 

3 . ハビ リ テ ー シ ョ ンの理解

視覚障害 リ ハ ビリ テーシ ョ ンの内容は、 肢体不自由等

の総合的 な リ ハ ビリ テーシ ョ ンと同様、 次の① ~ ④の 4 
つに大別さ れるが、 芝田 (2001、 2007) はこの4 つを支

え る も のと し て心理リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン を加え た 5 つが

あ る と 述べてい る。

①医学 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン

②教育 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン

③ 職業 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン

④社会 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン

⑤心理 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン

と こ ろで、 リ ハ ビリ テーシ ョ ンには、 本来保持 し てい

る機能を回復する方法と、 代替の機能を獲得する方法の

2 つがある (芝田、 2007) 。 視覚障害リ ハ ビリ テーシ ョ

ンにおいては、 弱視 (ロ ー ビジ ョ ン) は本来の機能回復

のリ ハ ビリ テーシ ョ ンであり 、 全盲は代替機能獲得のリ

ハ ビリ テ ーシ ョ ン と い う よ う に異な っ た も のであ る。 欧
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表 4 第26条 ハビ リ テ ー シ ョ ン (適応のための技能の習得) 及び リ ハビ リ テ ーシ ョ ン : 公式訳文

第26条 ハ ビリ テ ー シ ヨ ン (適応のための技能の習得) 及びリ ハ ビリ テ ー シ ョ ン

1 締約国は、 障害者が、 最大限の自立並びに十分な身体的、 精神的、 社会的及び職業的な能力

を達成 し、 及び維持 し、 並 びに生活のあら ゆる側面への完全な包容及び参加を達成 し、 及び維持

するこ と を可能とす るための効果的かつ適当な措置 (障害者相互によ る支援を通 じたものを含む。) 
を と る。 こ のため、 締約国は、 特に、 保健、 雇用、 教育及び社会に係 るサー ビスの分野において、

ハ ビリ テー シ ヨ ン及びリ ハ ビリ テ ーシ ョ ンについ ての包括的なサー ビス及びプロ グラ ムを企画 し、

強化 し、 及び拡張す る。 こ の場合におい て、 こ れら のサー ビス及びプロ グラ ムは、 次のよ う な も

のと する。

(a) 可能な限り 初期の段階において開始 し、 並 びに個人のニ ーズ及び長所に関す る学際的 な評価

を基礎と す る ものであ るこ と。

(b) 地域社会及び社会のあら ゆる側面への参加及び包容を支援 し、 自発的な ものであり 、 並 びに

障害者自身が属す る地域社会 (農村 を含む。) の可能な限り 近 く におい て利用可能な ものであ る

こ と。

2 締約国は、 ハ ビリ テ ー シ ヨ ン及 びリ ハ ビリ テ ー シ ョ ンのサー ビス に従事す る専門家及 び職員

に対する初期研修及び継続的な研修の充実を促進する。

3 締約国は、 障害者のために設計 さ れた補装具及び支援機器で あ っ て、 ハ ビリ テ ー シ ヨ ン及び

リ ハ ビリ テ ーシ ョ ンに関連す る も のの利用可能性、 知識及び使用 を促進す る。 

表 5 リ ハビ リ テ ーシ ョ ンと特別支援教育の相互関係

リ ハ ビリ テーシ ョ ン 特別支援教育 (教科等) 

医学 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン

教育 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン

職業 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン

社会 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン

心理 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン

機能訓練、 ロ ー ビ ジ ョ ンケ ア

教科教育 

進路指導、 職業教育、 キ ャリ ア教育、 現場実習、 道徳 

自立活動、 給食指導、 寄宿舎指導、 キャリ ア教育、 道徳、 

レク リ エ ーシ ョ ン (技術 ・ 家庭、 体育) 
生徒指導、 ス ク ールカ ウ ンセ リ ン グ、 自立活動、 道徳 

注) ①総合的な学習時間、 特別活動は、 すべてのリ ハ ビリ テーシ ョ ンと関係す る。 ②機能訓練は主に肢体不自
由の場合、 ロ ー ビ ジ ョ ンケ アは視覚障害の場合で あ るが、 ロ ー ビ ジ ョ ンケ アは医療機関で の実施が主体で あ る

(第 8 章参照) 。 ③自立活動、 キ ャリ ア教育、 道徳は複数のリ ハ ビリ テーシ ョ ンと 関係す る。 ④ ( ) 内にある

技術 ・ 家庭、 体育は教科だが、 社会リ ハ ビリ テーシ ョ ンと も関係す る。 

米に比 して日本では、 教育領域を含め社会のリ ハ ビリ テー

シ ョ ンに対す る認識は医療領域に包含 さ れる機能回復 を

主体と したも のと いう 限定的な認識に止ま っ てい る嫌い

があ る。 さ ら に、 主に特別支援教育領域には、 リ ハ ビリ

テーシ ョ ンは医療的な も ので厚生労働省管轄であるから、

文部科学省管轄の特別支援教育とは関連性が低いものと

認識 しがちで、 その理念や概念に意識を向け ない と いう

嫌い も あ る。 

4 . リ ハビ リ テーシ ョ ンの一 つと し て特別支援教育 を位

置づけ

特別支援教育はリ ハ ビリ テーシ ョ ンの一つに含んで考

え ら れるこ と、 歩行訓練は、 視覚障害児の指導 (ハ ビリ

テー シ ヨ ン) と 成人である視覚障害者に対する指導 ( リ

ハ ビリ テーシ ョ ン) において、 基礎的能力、 指導方法等

に関 し ては一部相違点はある ものの総体的に同様の概念

で実施 さ れる も のであ る こ と は、 すでに前稿 (1) 、 前稿
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(2) で論 じた。 今回、 障害者権利条約の条文から、 特別

支援教育 を リ ハ ビリ テーシ ョ ンの一つと し て捉え る と い

う 国際的な考え方を日本で も取り 入れていかなけ ればな

ら ない。

その考え に基づ き、 リ ハ ビリ テーシ ョ ンと いう 概念で

特別支援教育 を考え た場合、 各 リ ハ ビリ テーシ ョ ンと 教

育内容と の関係は表 5 のよ う にな る。

日本では、 リ ハ ビリ テーシ ョ ンは厚生労働省、 特別支

援教育は文部科学省 と いう よう に省庁間の分化が強い傾

向にあり 、 それが、 特別支援教育の教員養成系大学、 関

連研究所、 教育委員会、 特別支援学校等にも大きな影響

を及ぼ し てい る。 教育において主体 と な るのは行政、 学

校、 教員ではな く 、 児童生徒であるこ とは理念と し ては

理解 さ れてい るが、 現状は必ず し も それを反映 し てお ら

ず、 理念から乖離 し た事例が少な く ない。 その結果、 特

別支援教育と いう 領域には、 教育色は濃厚なのであるが、

こ のリ ハ ビリ テ ー シ ョ ンだけ で な く 、 ICF、 ノ ーマ ラ イ



芝 田 裕

ゼー シ ヨ ン、 IL 運動、 QOL、 自立 と い っ た障害の コ ア

と な る理念 ・ 概念の色彩が薄 く なり 、 それが障害児に対

し て不利益な状態と な っ てい る。 

5 . まと め

結論 と し て、 リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン と 同様、 ハ ビリ テ ー 

シ ヨ ンを障害児や先天障害者に対する概念と し て行政的、

教育的、 社会的に認識するこ と、 こ れまでの独立 し た特

別支援教育と いう 概念だけでな く 、 リ ハ ビリ テーシ ョ ン

の中で特別支援教育 を進めると いう 視点が必要で、 こ れ

ら に関 し て、 学校教育法、 学習指導要領な どでふれてお

く こ と が必要である。

なお、 歩行訓練におい て、 本条 2 にあ る 「ハ ビリ テー 

シ ヨ ン及 びリ ハ ビリ テ ー シ ョ ンのサー ビス に従事す る専

門家」 と は歩行訓練士 を さ し てい る。 さ ら に 「初期研修

及び継続的な研修の充実を促進する」 こ と は前稿 (1) に
おいて 「歩行訓練士の質的向上」、 「養成機関の質的向上」

と し て既述 した課題 を意味 し てい るが、 こ の点では日本

は欧米先進国の後塵を拝 し てい るのが現状であ る。 こ の

ため、 障害者権利条約の批准を契機と し て課題改善への

取り 組みが促進 さ れなけ ればな ら ない。 

おわ り に

我々は、 国際的な用語に基づ く 理念 ・ 概念にも っ と敏

感でなければなら ないだろう 。 日本独自の概念やあり 方

は尊重 さ れていいのではあ るが、 グロ ーバルな視点 と 必

要な協調性が保持 さ れてい るこ と で、 実質的にこ のよ う

な国際条約の批准が行え る と いう レベルに達するのであ

る。

と こ ろで、 障害者権利条約は、 締約国に条約を順守 さ

せる仕組みがあり 、 日本では選択議定書を批准 し ていな

い こ と によ っ て活用でき ない制度のあ るこ と が指摘 さ れ

てはい るが (山崎、 2014) 、 その仕組みには、 国内にお

け る実施及び監視 (第33条) 、 及び障害者の権利に関す

る委員会 (第34条) を設けている。 この仕組みのう ち障

害者の権利 に関す る委員会では、 条約発効後 2 年以内

(その後は 4 年 ごと ) に同委員会へ条約に関す る義務を

履行 し たこ と に関 し て報告 し なけ ればな ら ない と いう 国

家報告制度が定めら れてい る。

し たがっ て、 「視覚障害児 ・ 者の権利 で あ る」 と い う

認識をべ一 スに し て、 歩行訓練士 によ る適正な形態での

視覚障害児 ・ 者に対する歩行訓練の実施、 そのための歩

行訓練に関す る諸制度の整備、 視覚障害教育におけ る歩

行訓練の充実へ向けての整備など前稿 (1) ・ 前稿 (2) に示

した課題への対処や具現化は、 行政的には必須の事態で

ある。 また、 歩行訓練士は じめ関係者には、 そのための

啓発、 具現化へ向け ての協力や実践が必要である。 さ ら

に、 障害者権利条約は、 障害者のための条約であるこ と
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から障害者を と り ま く 人たち と 共に当事者であ る視覚障

害児 ・ 者にも その権利実現のための声 を大にす るこ と が

求めら れるであ ろ う 。

国連障害者の権利条約推進議員連盟会長である高村正

彦 (2014) は、 「今後、 障害者の権利の実現に向けたわ

が国の取組が一層強化 さ れるよ う 、 最大限の努力 を し て

いき たい」 と明言 し ている。 期待 し たい。 
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